
















考察並びにまとめ 

 聴覚は言語および言葉の習得にとって不可欠の感覚であり,言葉および聴覚はコミュニ

ケーションの手段として最も重要なものである。それ故に,聴覚障害児の教育においては残

存聴力の取り扱いは言語の問題と同様に重視されてきた。重度精神発達遅滞児や脳障害児

においては,聴覚が言語習得に直接役立つには到らなくとも,各児の発達レベルにおいて親

子間のコミュニケーションや情緒および空間知覚の発達に役立っているはずである。この

ように考えると,重度精神発達遅滞児や脳障害児といえども難聴があれば,残存聴力が存す

る限り,それを活用することは療育上大いに意味があるといえる。 

 ところで,重い精神発達遅滞児の難聴を的確に診断することはむずかしい。われわれのこ

れまでの経験によると,この種の幼児に対して単一の聴力検査法で的確に診断できる方法

はないといえるる。このような現状においては,古典的な方法(たとえば瞳孔反応聴力検査,

眼瞼反射聴力検査など)も含めて,できるだけ多種類の検査を行って総合的に判断し,かつ

聴力正常と断定できぬものについては長期にわたって厳重にフォロー・アップしてゆく必

要のあることが痛感される。なお,症例 2では後天的に難聴が進行したと考えられるが,子

供の発達過程で難聴の疑いが晴れぬ場合には再三にわたって検査を繰り返してみる必要が

ある。 

 補聴器の効果に関しては,残存聴力がある限り,精神発達遅滞の程度が重くてもその効果

は期待できるといえる。その効果は,発声活動の増加,音声や環境音に対する振り向き,ある

いは注目などという素朴なものが多かったが,しかしこのような行動上の変化は母親の心

理にも微妙な影響を与え,安定した親子関係を築く上で大いに役立っていると考えられた。

補聴器の装用は聴力検査の成績と不可分の関係にあるが,症例によっては聴力障害の程度

の確認に年余にわたる時間を要するものもある。それだけにこの種の子供の補聴器活用に

当っては長期にわたる聴覚の管理と忍耐強い指導が不可欠といえる。 


